
明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第
三
種
郵
便
物
認
可

〇

〇

（号 外）
独立行政法人国立印刷局

府

令

道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
総
排
気
量
等
の
大
き

さ
）

（
一
般
原
動
機
付
自
転
車
の
総
排
気
量
等
の
大
き

さ
）

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
イ
の
内
閣

府
令
で
定
め
る
大
き
さ
は
、
二
輪
の
も
の
及
び
内

閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
三
輪
以
上
の
も
の
に
あ

つ
て
は
、
総
排
気
量
に
つ
い
て
は
〇
・
〇
五
〇

リ
ッ
ト
ル
（
二
輪
の
も
の
の
う
ち
、
構
造
上
出
す

こ
と
が
で
き
る
最
高
出
力
が
四
・
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト

以
下
の
原
動
機
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、

〇
・
一
二
五
リ
ッ
ト
ル
）、
定
格
出
力
に
つ
い
て

は
〇
・
六
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
と
し
、
そ
の
他
の
も
の

に
あ
つ
て
は
、
総
排
気
量
に
つ
い
て
は
〇
・
〇
二

〇
リ
ッ
ト
ル
、
定
格
出
力
に
つ
い
て
は
〇
・
二
五

キ
ロ
ワ
ッ
ト
と
す
る
。

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
イ
の
内
閣

府
令
で
定
め
る
大
き
さ
は
、
二
輪
の
も
の
及
び
内

閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
三
輪
以
上
の
も
の
に
あ

つ
て
は
、
総
排
気
量
に
つ
い
て
は
〇
・
〇
五
〇

リ
ッ
ト
ル
、
定
格
出
力
に
つ
い
て
は
〇
・
六
〇
キ

ロ
ワ
ッ
ト
と
し
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、

総
排
気
量
に
つ
い
て
は
〇
・
〇
二
〇
リ
ッ
ト
ル
、

定
格
出
力
に
つ
い
て
は
〇
・
二
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
と

す
る
。

附

則

こ
の
府
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

省

令

目

次

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
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〔
府

令
〕

〇
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
内
閣
府
令
（
内
閣
府
九
八
）

〔
省

令
〕

〇
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
国
土
交
通
九
九
）

〔
告

示
〕

〇
交
通
の
方
法
に
関
す
る
教
則
の
一
部
を
改

正
す
る
件
（
国
家
公
安
委
四
八
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁買

収
前
の
所
有
者
等
へ
の
売
払
い
関
係

裁
判
所

破
産
、
免
責
関
係

特
殊
法
人
等

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
参
加

者
の
有
無
を
確
認
す
る
公
募
手
続
に
係
る

参
加
申
込
書
の
提
出
を
求
め
る
公
示
、
日

本
弁
護
士
連
合
会
公
示
送
達
・
裁
決
関
係

地
方
公
共
団
体

教
育
職
員
免
許
状
失
効
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

〇
内
閣
府
令
第
九
十
八
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
交
通
法
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

〇
国
土
交
通
省
令
第
九
十
九
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
及
び
第
百
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並

び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
三
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌


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